
  

別表第１（第３条関係） 

行為の種類 図書の種類 図書の規格 明示すべき事項 

建 築 物 の 新

築、改築、増

築又は移転 

位置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図 

配置図 縮尺 100分の

１以上 

方位、敷地の境界線、建築物の位

置、土地の高低、敷地の接する道路

の位置、既存木竹等の位置、植栽計

画、排水施設及び敷地境界線から建

築物の外壁又はこれに代わる柱の面

までの距離 

各階平面図 縮尺50分の１

以上 

各階の間取り及び用途 

立面図（建築

物の彩色が施

された４面以

上のもの） 

縮尺50分の１

以上 

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、

材料の種別、広告物件並びに色彩

（マンセル値を表示したもの） 

断面図 縮尺50分の１

以上 

建築物の高さ及び各階の高さ 

求積図  敷地面積、建築面積及び緑地面積の

算定に必要な各部分の寸法及び算式 

現況写真  行為地の２方向以上からの写真及び

周辺との関係写真 

工 作 物 の 新

設、改築、増

築又は移転 

位置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図 

配置図 縮尺 100分の

１以上 

方位、敷地の境界線及び工作物の位

置 

平面図 縮尺50分の１

以上 

形状及び寸法 

立面図又は展

開図（工作物

の彩色が施さ

縮尺50分の１

以上 

主要部分の材料の種別、仕上げ方法

及び色彩（マンセル値を表示したも

の） 



  

れたもの） 

断面図 縮尺50分の１

以上 

工作物の高さ及び主要構造部分の寸

法 

求積図  敷地面積の算定に必要な各部分の寸

法及び算式 

現況写真  行為地の２方向以上からの写真及び

周辺との関係写真 

宅地の造成、

土地の開墾そ

の他の土地の

形質の変更、

土石の類の採

取又は水面の

埋立て若しく

は干拓 

位置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図 

平面図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の境界線、切土及び盛

土の位置、排水施設その他主要構造

物の位置、土石の採取区域、跡地整

備計画又は土地利用計画並びに遮蔽

施設等の位置 

断面図 縮尺 100分の

１以上 

行為の前後の土地の形状を対比でき

る縦断面及び横断面（法
のり

高、切土、

盛土及び排水施設その他主要構造物

を表示したもの）並びに排水施設そ

の他主要な構造物の断面 

植栽計画図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

保存する既存木竹、伐採木竹及び新

たに植栽する木竹の位置、樹種及び

目回り寸法 

現況写真  行為地の２方向以上からの写真及び

周辺との関係写真 

木竹の伐採 位置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図 

地形図又は区

域図 

縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、付近の土地の利用状況、林況

及び伐採区域 

伐採計画図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

保存する既存木竹、伐採木竹及び新

たに植栽する木竹（行為の種類ごと

に色分けすること。）の位置、樹



  

種、樹高、本数、樹齢及び目回り寸

法並びに伐採後の土地利用計画 

現況写真  行為地の２方向以上からの写真及び

周辺との関係写真 

建築物又は工

作物の色彩の

変更 

位置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図 

配置図 縮尺 100分の

１以上 

方位、敷地の境界線、建築物の位

置、土地の高低、敷地の接する道路

の位置 

立面図（建築

物又は工作物

の彩色が施さ

れた４面以上

のもの） 

縮尺50分の１

以上 

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、

材料の種別、広告物件並びに色彩

（マンセル値を表示したもの） 

現況写真  行為地の２方向以上からの写真及び

周辺との関係写真 

屋外における

土石、廃棄物

又は再生資源

の堆積 

位置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図 

配置図 縮 尺 2,500 分

の１以上 

行為地の境界線、主要構造物の位置

及び敷地内における堆積の位置 

断面図 縮尺 100分の

１以上 

行為の前後の土地の形状を対比でき

る縦断面及び横断面(法高、堆積及

び主要構造物等を表示したもの) 

現況写真  行為地の２方向以上からの写真及び

周辺との関係写真 

備考 行為の規模が大きいため、この表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示でき

ない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、

これらの図面に替えることができる。 

 


